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岡 山済生会総合病 院
-地 域 と共に歩み,地 域医療 の更なる連携 をめ ざして-

広 瀬 周 平

明治44年 に恩賜財団済生会が創設 され,「 済生 ・救療」の

精神 を受 け継 いで昭和13年,岡 山の現在の地 に恩賜財団済

生会 岡山診療所が開設 された.当 時 よ り,「すべ ての

人々が医療 を受け られ るように」 との思 いで,地 域

に根 ざ し,地 域のニーズに応 える医療,病 院づ くり

に取 り組んで きた.

へ き地 ・離 島医療活動

地域 医療 活動 は昭和20年 代 か ら開始 し,昭 和36年

には県か らへ き地巡 回検診の依託 を受 け,へ き地医

療 を本格的に始め た.昭 和37年 瀬戸内海巡 回診療船

「済生丸」 も就航 し,昭 和51年 には我が国でもパイ

オニア的存在 としての予防医学部 を設置, 2年 後に

は県下で最初のへ き地 中核病 院に指定 された.済 生

丸 による瀬戸内海 島嶼部の検 診や診療,検 診車に よ

る県北山間部の検診,医 師派遣 な どは現在 も年間 を

通 じて行 ってい る.

地域医療活動 と保健 ・医療 ・福祉の連携推進

平成4年 か ら始 まった一連 の施設整備工事は,地

域の方々の ご協 力 とご理解の もと, 7年 の歳 月をか

けた現地立 て替 えによ り,平 成11年5月,外 来や病

棟 をは じめ診療 の中枢 となる機能のほ とん どが整備

された本館が完成 した.ま た,関 連施設 として,病

院か ら約500m北 東に,都 市型総合福祉施設 である岡

山済生会 ライフケアセンター を建設 した.現 在増改

築 中の特別養護老 人ホーム 「憩いの丘」や健診セ ン

ター な どを含め,済 生会 としての保健,医 療,福 祉

の充実 を進めて きている.こ うした活動 は,地 域の

他 の医療機関,福 祉施設,公 共機 関が地域住民の方々

を中心 に考 え,連 携 して いただけ るおかげ である と

深謝す る.

院 内の体制 としては,医 療社会事業室 を県下では

初めて設置 し,生 活や医療相 談,他 の医療機関や施

設 との連携 を図ってお り,地 域 医療連携室 も早 くか

ら発 足 して,病 診連携,病 病連携 を行 って いる.開

放病床 は10床 を設け,多 くの開業 医の先生方に ご利

用いただいてい る.

病院周辺地域 に対 して も,行 事へ の参加や スタ ッ

フの派遣,教 室 の開催 などに よる住民 との交流 を積

極 的に行 ってい る.

当院 は県 内全域 に広が る 「地域」 との深 いつ なが

りを持 ち,地 域 と共 に歩んで きた と言って も過言 で

はない.
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急性期医療 ・救急医療活動

我々は昭和20年 代か ら積極 的に救急医療に も携 わ

り,救 急受診患者数,救 急車受 入数 ともに増加 し近

年 その需要は大 きい.救 急セ ンター を設けて受け入

れ体制 を整備 して対応 してお り,本 館建 設時には屋

上にヘ リポー トを整備 して災害拠点病院 としての機

能 を充実 させ て きた.更 なる充実 を考 え,救 急科の

新 設 を検 討中である.

また,急 性期 医療 に も力 を入れてお り,専 門性 を

追求 したセ ンター医療 との連携 で,確 実 で効率的 な

早期診断 ・治療 を行 ってい る.

がん診療 の中核病院

当院は,早 くか らがん診療 に取 り組んでいる.予

防医学部 に よるがん検 診か ら,セ ンターに よる検査 ・

治療,手 術 に係 わる設備や 医師 を含めたスタッフの

充実,放 射線治療の専 門医,そ して当時 の総合病 院

としては中国地方で初 めての緩和ケア病棟 など,あ

らゆ る面か らがん診療 に対応 してい る.

拠 点 病 院

平成13年5月27日 には,災 害拠 点病院の指定 を受

け てか ら当院では初め ての災害訓練が行 われた.行

政機 関お よび県 内の各施設,職 員 の方々には大変 な

ご協 力 をいただ き,無 事 終え るこ とがで きて感謝 し

てい る.病 院 内のマニュアルや体制の再 整備,訓 練

の積 み重ね など,今 回の訓練 を生 か してい きたい.

この他,エ イズ治療拠点病 院,済 生会 中四国災害

拠点病院な ど地域の 中での拠 点 とな る病院であるべ

く,責 務 を果た してい く.

ソフ ト面の充実

病院の理 念に もあるとお り,開 かれた医療 に取 り

組 んでいる.そ のために も,患 者様の権利 を尊重 し,

インフォーム ドコンセ ン トによって患者様が心か ら

納得 して治療 に専念 していただけ る環境作 りや,職

種 を超 えた職 員によるチーム医療 で,患 者様 と病院

との強い信頼関係 を築 いていけるよう努力 している.

さらに,快 適 な療養環境の提供や職員 の接遇教育 な

どサー ビスの向上に努めて いる.

また,患 者様 中心に考 え,地 域 の医療機関 との連

携 を密に し,そ れぞれの持つ機能 に より役割 を果た

していきたい.

教 育 ・ 研 修

当院では,全 職員 がカンファレンスや研修 に参加

し,常 に新 しい知識や技術の習得 に努めてい る.院

内でも新採用 とその フォローアップ,中 堅職員 などの

研修 を実施 し,職種 を超えた研修 や交流を図っている.

医師では,臨 床研修病院に指定 されてお り,卒 後

医師の研修,教 育 を行 ってい る.院 内での教育プロ

グラム を作成 し,各 科 で研修 のサ ポー トをす る.

岡山県済生会 では看護専門学校 を設置 してお り,

その実 習や他の医療専 門学校か らの実習の受け入れ

も行 い,将 来の医療人の育成に も協力 している.

また,国 内だけでな く,外 国か らの医師,医 療技

術 者の研修 も多数受け入れてお り,国 際的に も貢献

してい る.

臨床 セ ミナーや ホスピタル ジョィン トカンファレ

ンスには院外の方々 も講師 として招 き,ま た職員だ

けでな く他の医療機関に もご案 内を して,多 くの方

に参加 して いただいている.

また,昨 年 より全職員 を対象 に した人事考課制度

を行 ってお り,職 員の レベ ルア ップや 自己研鑚 にも

努 めている.
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病院機能評価 の受審 ・認定

「病院運営の基準 とし,当 院の診療機能につ いて,

第3者 か ら評価 を受 け るこ とに よ り,診 療 基盤の レ

ベ ルア ップ を図 る」 ことを 目的に,病 院機能評価 を

受審 した.書 類審査 の後,平 成12年7月28日 に訪問

審査 を受け, 9月 には認定書 を,今 年1月 には受審

結果報告書 を受領 した.約1年 前 よ り準備 を開始 し,

院内全体や各部 門の システム,体 制,書 類な どの見

直 しを行 うな ど,病 院 を挙 げての改善活動 を行 った.

これによ り,客 観的に問題点が把握でき,具 体的 ・

現実的 な改善 目標 を立て るこ とがで きた と同時に,

職 員の 自覚や改善意欲の向上 を促す効果があ った.

また,こ うした客観的評価 を受け る姿勢や 実際 に

行 った改善 活動,認 定 を受 けたことな どによ り,地

域において よ り信頼 していただけ ると信 じる.

理 念

1
私たちは、開かれた最良の医療、看護に
つとめます。

2.保 健、医療、福祉の一貫した診療体制を
充 実 し、済生会創立の精神を生か します。

3.地 域の医療機関との連携を密にし、基幹病
院 としての役割 を果た します。

4. 21世 紀の病院と して、国際的視野 に立って
活 動 します。

5.質 の高い医療とサービスを提供するため、
職員の教育、研修の充実につとめます。

終 わ り に

現在,社 会 において,医 療現場での様 々な問題点,

事故が浮 き彫 りとな って きて いる.当 院で も,医 療

事故防止委員会や安全衛生 ・感染対策委員会 な ど組

織的な活動 によ り,安 全への あらゆ る対策 を講 じて

い る.こ れか ら益々患者様や職員が安心 で きる病院

に して いかなければ ならない.

また,岡 山市医師会 との協力 で,地 域医療 情報 ネ

ッ トワー クに参加 してい る.こ れか ら電子媒体 に よ

る情報の共有化 は不可欠である.電 子認証 な どに よ

リセキュ リテ ィの問題が ク リアされ,地 域 の医療機

関 との連携が更にスムーズに行 われ るこ とを期待 し

ている.こ うした ものの活用 も含め,地 域の医療機

関 との連携 をよ り一層深め,地 域 の方々 を中心 とし

た医療連携 を通 じて, 21世 紀 を共 に歩ん でいきたい.

「患者さまの権利」について
当院では、患者さまとよりよい信頼関係で結ばれた医療が行われ

るよう、愚者さまの権利を尊重します。

1)患者さまは、自分の医師を自由に選ぶ ことができます。

2)患者さまは、十分な説明を受けた後で、治療、看護 を

受 けることも、拒否す ることもできます。
3)患者さまには、医師をは じめ、医療従事者が愚者さま

に関するあらゆ る医療上の秘密を守 ることを期待す る

権利があります。
4)患 者さまの権利には義務と責任が伴います。

なお.医 師をはじめ、医療従事者は、病院の方針や自らの良心に
反する行為を求められた場合には拒否することがあります。

患者さまには、私たちと力を合わせ、治療に専念 していただき、

そして1日 も早いご回復を心よりお祈りいたします。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。


